
京田辺市公営企業管理規程第５号 

 

京田辺市開発行為等に伴う公共下水道施設の整備基準等規程 

 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、京田辺市開発行為等に伴う公共下水道施設の整備に関す

る基準等について、下水道法（昭和３３年法律第７９号）第１６条に規定す

る公共下水道管理者以外の者の行う工事等に関し、必要な事項を定めるもの

とする。 

 （定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

 （１） 公共下水道 下水道法第２条第３号に規定する公共下水道をいう。 

 （２） 処理区域 下水道法第２条第８号に規定する処理区域をいう。 

 （３） 処理予定区域 京田辺市公共下水道条例（昭和６０年京田辺市条例

第１８号）第３条第１１号に規定する処理予定区域をいう。 

 （４） 公共下水道施設 処理区域内又は処理予定区域内において、既存の

公共下水道に接続するために設置する管渠
きょ

、マンホール、公共汚水ま

す及び取付管等をいう。 

 （公共下水道施設の設置） 

第３条 公共下水道施設整備の施行者（以下「施行者」という。）は、公共下

水道施設整備の施行区域が処理区域内にある場合においては、公共下水道施

設を設置し、公共下水道に接続しなければならない。 

２ 前項の場合において、処理予定区域で地形及び構造物等により既設の公共

下水道へ接続することができないと公営企業管理者（以下「管理者」という

。）が認める場合は、集中浄化槽又は合併浄化槽等の設置について、管理者

と協議を行うものとする。 

 （承認の申請等） 

第４条 施行者は、公共下水道施設及び管路施設を設置しようとするときは、

次に掲げる書類を管理者に提出し、承認を受けなければならない。 



 （１） 開発行為等に伴う公共下水道施設及び管路施設の設計協議書（別記

様式第１号。以下「設計協議書」という。） 

 （２） 施工計画書及び材料承認願（別記様式第２号。以下「承認願等」と

いう。） 

２ 施行者は、前項に規定する書類の内容に変更が生じた場合は、その都度変

更に係る書類を提出し、施工前に管理者の承認を受けなければならない。 

 （工事に係る許可手続） 

第５条 公共下水道施設の工事に係る道路使用許可等の必要な手続は、施行者

において行うものとする。 

（公共下水道施設の設計） 

第６条 公共下水道施設の設計に係る高さの表示は、東京湾平均海面（ＴＰ）

を採用するものとし、使用する基準は、京田辺市下水道台帳に記載されてい

る既設マンホール高又は市の基準点を用いるものとする。 

２ 汚水の排除方式は分流式とし、計画汚水量は、次に定めるところにより算

出するものとする。 

 （１） 一般的な住宅の計画汚水量は、別記算式第１により算出するものと

する。 

 （２） 一般的な住宅以外の計画汚水量は、建築予定物の用途及び規模に応

じて管理者と協議の上、算出するものとする。 

３ 汚水管の流量は、別記算式第２により算出するものとし、汚水管の断面を

決定するときは、計画汚水量に対し、１００パーセント以上の余裕を見込む

ものとする。 

４ 計画汚水量に対する流速は、毎秒０．６メートル以上３．０メートル以内

とし、下流に行くに従い流速は速く、勾配は小さくなるように配慮し、最小

勾配は５．０パーミルとする。 

５ 前各項に定めるもののほか、設計に当たっては、下水道施設計画・設計指

針と解説（公益社団法人日本下水道協会発行）の最新の基準に従うものとす

る。 

 （管渠の基準） 

第７条 管渠の設置は、次に定めるところによるものとする。 



 （１） 管渠の最小土被りは、１．２メートルとする。ただし、やむを得な

い場合に限り、１メートル以下にならない範囲で管理者と協議の上、

定めるものとする。 

 （２） 下水道用硬質塩化ビニル管の布設は、別図第１を標準とし、これに

よりがたい場合は、管理者と協議の上、定めるものとする。 

２ 管渠の構造は、次に定めるところによるものとする。 

 （１） 管渠の断面形は円形とし、最小管径は２００ミリメートルとする。 

 （２） 使用する管種は、下水道用硬質塩化ビニル管（ＪＳＷＡＳ Ｋ－１

）、下水道用鉄筋コンクリート管（ＪＳＷＡＳ Ａ－１）、下水道推

進工法用硬質塩化ビニル管（ＪＳＷＡＳ Ｋ－６）、下水道推進工法

用鉄筋コンクリート管（ＪＳＷＡＳ Ａ－２）等、日本下水道協会規

格（ＪＳＷＡＳ）又は日本工業規格（ＪＩＳ）に適合するものとする

。 

 （３） 管渠の基礎工は、別図第２を標準とする。ただし、下水道用鉄筋コ

ンクリート管を使用する場合は、管理者と協議の上、定めるものとす

る。 

 （マンホールの基準） 

第８条 マンホールの設置は、次に定めるところによるものとする。 

 （１） マンホールは、管渠の起点及び方向、勾配又は管径の変化する箇所

、段差の生じる箇所、管渠の会合する箇所その他維持管理の上で必要

な箇所に設置するものとする。 

 （２） マンホールの最大間隔は、５０メートルとする。 

２ マンホールの構造は、次に定めるところによるものとする。 

 （１） マンホールは、組立マンホールを標準とし、公益社団法人日本下水

道協会が認定した製品でなければならない。 

 （２） マンホールと本管、副管及び取付管との接続部には、可とう性継手

を使用するものとし、可とう性継手の規格については、管理者と協議

の上、定めるものとする。 

 （３） 管渠径が２００ミリメートルの場合は、１号組立マンホールを使用

するものとし、斜壁は片面斜壁、構造は別図第３を標準とする。 



 （４） 管渠に６０センチメートル以上の段差がある場合は、副管を設ける

ものとする。 

 （５） 副管の構造は、第６条第５項の規定により設計するもとし、詳細は

、管理者と協議するものとする。 

 （６） 管渠の埋設が深く、マンホール深が５メートルを超える場合は、中

間スラブを設けるものとし、材質は、繊維強化プラスチック製を標準

とする。 

 （７） マンホールの底部には、汚水の円滑な流下を図るため、管渠の接合

又は会合の状況に応じたインバートを設けるものとし、施工は、別図

第４を標準とする。ただし、これによりがたい場合は、管理者と協議

の上、施工するものとする。 

 （８） 側壁には、おおむね３０センチメートル間隔で、腐食に耐える材質

の足掛け金物を取り付けるものとする。 

 （９） マンホールの蓋は、大型車の通行の程度により、別図第５に定める

鉄蓋（Ｔ－２５又はＴ－１４）を使い分けるものとする。 

 （１０） 直線区間のマンホールには２センチメートル、直角部のマンホー

ルには５センチメートルのステップを設けるものとする。 

 （公共汚水ます及び取付管の基準） 

第９条 公共汚水ますの設置は、次に定めるところによるものとする。 

 （１） 公共汚水ますは、官民境界から１．０メートル以内で、外構工事等

により支障とならない民地に設置するものとする。ただし、土地の状

況その他の理由により工事の施工が困難である場合は、管理者との協

議により定めた位置に設置するものとする。 

 （２） ます深は、前面の車道を基準として８５センチメートル以上を確保

するものとし、宅地の高さ、大きさ等により、管理者が別に定める基

準により接続可能な深さとするものとする。 

 （３） ます深が前面の車道を基準として１２０センチメートルを超える場

合は、構造について管理者と協議の上、設置するものとする。 

２ 取付管の設置は、次に定めるところによるものとする。 

 （１） 取付管の平面配置は、本管に対して直角かつ直線的に行い、将来に



おいても最上流部となることが明らかな取付管は、マンホールに接続

するものとする。 

 （２） 取付管の勾配は１０パーミル以上とし、支管取付位置は本管の中心

線上方から４５度以内とする。 

３ 公共汚水ます及び取付管の構造は、別図第６を標準とする。 

４ 公共汚水ます鉄蓋は、別図第７に定める鋳鉄蓋を使用するものとし、車両

の通行が見込まれる場合は、構造等について管理者と協議するものとする。 

５ 取付管の最小管径は、１５０ミリメートルとし、下水道用硬質塩化ビニル

管（ＪＳＷＡＳ Ｋ－１）を使用するものとする。 

６ 取付管基礎工は、別図第８を標準とする。 

 （完了届及び完了検査） 

第１０条 施行者は、第３条第１項の規定により公共下水道施設を設置した場

合にあっては、開発行為等に伴う公共下水道施設の工事完了届及び施設の無

償譲渡申請書（別記様式第３号）を工事完了後速やかに管理者に提出し、検

査を受けなければならない。 

２ 前項に規定する申請書に添付する工事写真、出来形図及び出来形成果表の

作成方法は、京田辺市開発行為等に関する公共下水道施設（汚水）施行指針

（令和３年京田辺市公営企業告示第６号）第３条の規定によるものとする。 

３ 完了検査は、設計協議書、施工計画書及び材料承認願、工事写真、出来形

図及び出来形成果表に基づき、次に掲げる事項について、施工状態及び出来

形の良否を判断することにより行うものとする。 

 （１） 管渠、マンホール内及び公共汚水ます内の清掃状態 

 （２） 管渠勾配、管の通り具合（たるみ等）の状態及び管延長 

 （３） 完全止水等における漏水状況 

 （４） マンホールの位置、深さ、内径寸法、内面コンクリートの仕上り、

インバートの仕上り、管口の仕上り、足掛金物の取付状態、受枠の据

付状態等 

 （５） 公共汚水ますの設置位置、深さ、管口仕上がり状態等 

４ 管理者は、完了検査の結果、合格と認めた場合は、開発行為等に伴う公共

下水道施設の工事完了確認及び引継書（別記様式第４号）を交付するものと



する。 

 （公共下水道へ接続することができない下水道施設の維持管理） 

第１１条 施行者は、第３条第２項の規定により集中浄化槽又は合併浄化槽等

を設置した場合は、施行者において、適正に維持管理をしなければならない

。 

 （委任） 

第１２条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める

。 

   附 則 

 この規程は、令和３年８月１１日から施行する。 



別図第１（第７条関係） 

  硬質塩化ビニル管布設標準図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 注 
１ １．０メートル以下の切管施工は行わないこと。 

  ２ 支管の取付けは、マンホール外壁より１．０メートル以上の離隔をとること。 
 

 

 

 

 

別図第２（第７条関係） 

管渠基礎工標準図 

１ 素堀により管渠を設置する場合 

     標準横断図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注 Ｄは、管外径を表す。 

 

（単位：mm） 



２ 土留を用いて管渠を設置する場合 

（１） 標準横断図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   注 Ｄは、管外径を表す。 

 

 

（２） 土留工参考図 

   ア 標準平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：mm） 

（単位：mm） 



イ 標準断面図 

（ア） 掘削深が２．０メートル以下の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ） 掘削深が２．０メートルを超える場合 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別図第３（第８条関係） 

  １号組立マンホール詳細図 

 （１） 平面図 

 

 

 

 

 

  

（２） 断面図 

   ア 縦断面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    注 ｄは管内径（口径）、ｔ1は管厚を表す。 

 

   イ 横断面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    注 ｔ2 は、モルタル仕上げ厚を表す。 

      調整リングの使用は、１個とする。 

（単位：mm） 

（単位：mm） 

（単位：mm） 



別図第４（第８条関係） 

  インバート施工図 

 （１） 断面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （２） 中間マンホール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※ Ｒ１は、５００ミリメートル以上とすること。 

※ 縦断線形上に直線部を設けないこと。   

 

 （３） トップマンホール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ Ｒ２は、４５０ミリメートルとすること。 

※ Ｘは、１００ミリメートル以上確保すること。 

 



別図第５（第８条関係） 

  京田辺市型下水道マンホール鉄蓋（マンホール鉄蓋φ６００） 

（１） カバー及びフレーム断面図 

  ア Ｔ－２５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    注  

     １ 道路一般については、Ｔ－２５を使用すること。 

     ２ Ｔ－２５の規格は、次の表のとおりとする。 

   

 

 

 

     ３ 蝶番金具については、下流側に設置すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：mm） 



 

 

 

 

イ Ｔ－１４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   注  

１ 大型車の交通の少ない道路（車線区分がなく大型車の交互通行
が困難な道路）については、Ｔ－１４を使用すること。 

２ Ｔ－１４の規格は、次の表のとおりとする。 

      

 

 

 

     ３ 蝶番金具については、下流側に設置すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：mm） 



 （２） カバー平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３） レベル調整施工納まり図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：mm） 



（４） 自動錠取付座及び蝶番取付座詳細図 

   ア 自動錠取付座詳細図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   イ 蝶番取付座詳細図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

（単位：mm） 

（単位：mm） 



別図第６（第９条関係） 

  φ２００公共汚水ます及び取付管標準図 

 （１） 標準タイプ 

   ア 標準図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   イ インバート詳細図 

     ９０°両側合流 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：mm） 



 （２） ます底の高さより取付管底の高さの差が３５センチメートル以上深

くなる場合（ドロップタイプ） 

   ア 標準図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   イ インバート詳細図 

     ９０°両側合流 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：mm） 



 （３） 本管土被り２．０メートル以上の場合 

    標準図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別図第７（第９条関係） 

  京田辺市型ワンタッチ開閉密閉式鋳鉄蓋（鎖付）詳細図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別図第８（第９条関係） 

  取付管基礎工標準図 

  （単位：mm） 

（単位：mm） 



別記算式第１（第６条関係） 

Ｑｓ＝
１

２４×６０×６０
 ×Ｐ×ｑｓ 

  備考  

この式において、Ｑｓ、Ｐ及びｑｓは、それぞれ次の値を表すも

のとする。 

Ｑｓ 計画汚水量（ｍ 3／sec）  

Ｐ  排水人口（人） 

ｑｓ 計画時間最大汚水量 

 

別記算式第２（第６条関係） 

Ｑ＝Ｖ×ＷＡ 

Ｖ＝
１

ｎ
×Ｒ 3

2

×Ｉ 2

1

（マニング式） 

Ｒ＝
ＷＡ

ＷＰ
 

 備考 

この式において、Ｑ、Ｖ、ＷＡ、ｎ、Ｒ、 I及びＷＰは、それぞ

れ次の値を表すものとする。  

Ｑ 排水の計画流下量（ｍ 3／sec）  

Ｖ  流速（ｍ／sec）  

ＷＡ 流水の断面積（㎡）  

ｎ 粗度係数（塩化ビニル管の場合は０．０１０、コンクリー

ト管の場合は０．０１３） 

Ｒ 径深（ｍ） 

Ｉ 勾配 

ＷＰ 流水の潤辺長（ｍ）  



別記 

様式第１号（第４条関係） 

（表） 

 

   年   月   日 

 

（あて先）京田辺市公営企業管理者 

 

            施行者 住所（所在地） 
 

                氏名（名称）              ○印 
 

                   （電話番号           ） 

 

 

開発行為等に伴う公共下水道施設及び管路施設の設計協議書 

 

開発行為等に伴い下記のとおり公共下水道施設及び管路施設を設置することについて、

設計協議をします。 

 

記 

 

 

工事の名称 
 

所在地  

区域の面積   Ａ＝      ｍ２ 

主要目的  

新たに設置する公

共下水道施設・管

路施設 

管渠工    ＶＵφ２００    Ｌ＝ 

マンホール工 １号組立マンホール Ｎ＝ 

取付管工   ＶＵφ１５０    Ｎ＝ 

公共汚水ます   φ２００    Ｎ＝ 

工事設計者 

住所・氏名 
 

（電話番号          ） 

工事施工者 

住所・氏名 
 

（電話番号          ） 

工事施工予定期間    年   月   日 ～      年   月   日 



（裏） 

添付書類・図面 

 （１） 位置図 

 （２） 公共下水道施設・管路施設計画平面図（縮尺1/250又は1/500） 

 （３） 公共下水道施設・管路施設計画縦断図（縮尺縦1/100・横、平面図と同じ。） 

 （４） 公共下水道施設・管路施設計画横断図（縮尺1/100） 

 （５） 公共下水道施設・管路施設計画構造図 

 （６） 公図写し（発行日は、協議書受理日から３か月以内とする。） 

 （７） 登記簿謄本写し（発行日は、協議書受理日から３か月以内とする。） 

 （８） 境界確定図写し（確定している場合） 

 （９） 汚水流量計算書（住宅計画の場合で開発面積 1,000 平方メートル以下の場合

は不要） 

 （１０） その他必要な書類（委任状、京田辺市公営企業管理者が必要とする書類） 

 

 

※ この設計協議書及び（１）から（１０）までに掲げる書類等は、それぞれ正本１部

及び副本１部提出すること。 

※ 図面規格は、日本工業規格Ａ列１又はＡ列２サイズを原則とする。 

小規模な場合でＡ列３サイズに収まる場合は、これによることができる。 

 



様式第２号（第４条関係）          

 

    年   月   日 

（あて先）京田辺市公営企業管理者 

 

             施行者 住所（所在地） 

                 氏名（名称）            ○印 

                     （電話番号           ） 

 

施工計画書及び材料承認願 

 

 下記の下水道工事について、施工計画書及び材料承認願を提出しますので、承認願い

ます。 

 

記 

 

 

注 （１） 書類は２部提出し、本書承認後（関係機関との協議を要する場合にあって

は、その協議を終えた後）に下水道工事に着手すること。 

  （２） 写真管理方法及び出来形管理方法は、京田辺市開発行為等に関する公共下

水道施設（汚水）施行指針第３条の規定によること。

工事の名称 
 

工事場所  

工期   年   月   日 ～      年   月   日 

添付書類 

（１） 位置図 

（２） 工程表 

（３） 施工方法 

（４） 写真管理方法 

（５） 出来形管理方法 

（６） 緊急時の連絡先 

（７） 下水道工事使用材料一覧表（別紙） 

承 認 欄  承認印 



（別紙） 

 

 

下水道工事使用材料一覧表 

名 称 規 格 製造業者名 備 考 

硬質塩化ビニル管 

   

ヒ ュ ー ム 管 

   

組立マンホール 

   

足 掛 金 物 

   

マンホール鉄蓋 

   

可とう性継手 

   

公共汚水ます 

   

砂 基 礎 4.76㎜ 2.38 0.074

100% 50～100 0～10

ふるい通過質量百分率（％）

 

 標準ふるい（Ｊ

ＩＳ Ｚ ８８

０１） 

生コンクリート 

   

鉄 筋 

   

 

そ  の  他 

 

   

注 各資材の承認願等を添付すること（写し可）。 

上記に記載のない資材の場合は、追記の上、使用する全ての資材を記載し、 

承認願等を添付すること。 

 

 

 



様式第３号（第１０条関係） 

（表） 

 

   年   月   日 

 

（あて先）京田辺市公営企業管理者 

 

 

               施行者 住所（所在地） 

                  氏名（名称）         ○印  

 

                     （電話番号        ） 

 

 

開発行為等に伴う公共下水道施設の工事完了届及び施設の無償譲渡申請書 

 

  下記のとおり公共下水道の工事が完了しましたので届け出るとともに、施設の

無償譲渡申請をします。 

 

記 

 

 

工事の名称 
 

所在地  

区域の面積  Ａ＝      ｍ2 

完了年月日    年   月   日 

新たに設置した

公 共 下 水 道 施

設・管路施設 

管渠工    ＶＵφ２００    Ｌ＝ 

マンホール工 １号組立マンホール Ｎ＝ 

取付管工   ＶＵφ１５０    Ｎ＝ 

公共汚水ます   φ２００    Ｎ＝ 

工事設計者 

住所・氏名 
 

（電話番号          ） 

工事施工者 

住所・氏名 
 

（電話番号          ） 

現場管理者 

住所・氏名 
 

（電話番号          ） 



（裏） 

 

添付書類 

 （１） 位置図 

 （２） 設計協議書に添付した設計図一式の出来形設計図（変更のない書類を

含む。）縮尺及び図面規格は、設計協議書に添付した設計図と同様とする。 

 （３） 工事写真 

 （４） 出来形成果表 

 （５） その他必要な書類 

 

備考 

 １ 図面は紙用紙と併せてＰＤＦデータとし、平面図はＣＡＤデータも提出す

ること。 

 ２ 工事写真帳は日本工業規格Ａ列４サイズとし、写真はＥ・Ｌサイズ横、片

面３枚貼りとし、紙用紙及びＰＤＦデータを提出すること。 

 ３ 工事写真、出来形図及び出来形成果表は、京田辺市開発行為等に関する公

共下水道施設（汚水）施行指針に基づき作成すること。 

 

公共汚水ます及び取付管における確約事項 

 （１） 公共汚水ます等設置部分の用地に係る使用料、補償費等の請求は一切

行いません。 

 （２） 公共汚水ます等設置場所は変更しません。ただし、やむを得ない場合

は、管理者に届け出てその指示に従います。 

 （３） 公共汚水ます又は取付管が不要になったときは、京田辺市公共汚水ま

す及び取付管設置要綱（平成３０年京田辺市公営企業告示第２号）第６

条第１項の公共汚水ます及び取付管撤去申請書を管理者に提出の上、自

己の負担で撤去します。 

 （４） 土地の所有権を第三者に譲渡し、又はその土地に制限物権その他の権

利を設定し、若しくはこれらの権利を譲渡する場合は、譲受人その他の

新たに権利を取得する者に対し、（１）及び（２）に規定する公共汚水ま

す及び取付管の設置に係る土地の使用権の継承を確約させることを約束

します。 

 （５） 上記に記載のない事項その他疑義が生じた事項については、管理者と

協議の上、決定します。 



様式第４号（第１０条関係） 

 文 書 番 号 

 年  月  日 

 

 

様 

 

 

京田辺市公営企業管理者     □印  

 

 

開発行為等に伴う公共下水道施設の工事完了確認及び引継書 

 

 

    年  月  日付けで工事完了の届出及び施設の無償譲渡の申請のあっ

た下記の工事については、検査の結果、合格と認め、公共下水道施設として引

継ぎを受けました。 

 

記 

 

注 建築工事に伴う公共下水道への接続工事（宅内排水設備工事）は、京田辺市

公共下水道条例施行規程（平成３０年京田辺市公営企業管理規程第３号）第６

条第１項の排水設備計画（変更）確認申請書を管理者に提出し、確認を受けた

後に、京田辺市下水道排水設備指定工事業者により行うこと。 

工事の名称 
 

所在地  

区域の面積  Ａ＝      ｍ２ 

完了年月日    年   月   日 

完了検査日    年   月   日 

引
継
施
設 

管渠工 

マンホール工 

取付管工 

公共汚水ます 

ＶＵφ２００       Ｌ＝ 

１号組立マンホール    Ｎ＝ 

ＶＵφ１５０       Ｎ＝ 

塩化ビニルます（φ２００）Ｎ＝ 


